
請

願

書

金
沢
国
税
局
長

伏
見
俊
行
殿

下
記
の
と
お
り
日
本
国
憲
法
第

16
条
お
よ
び
請
願
法
に
基
づ
き

を
請
願
し
、
貴
殿
に
請
願
法
5

条
に
よ
る
誠
意
あ
る
対
応
を
求

め
ま
す
。

一
．
請
願
理
由

①

金
沢
税
務
署
長
が
行
っ
た

平
成
24
年
４
月
25
日
付
の
平
成

20
年
１
月
分
な
い
し
平
成
23
年

12
月
分
の
源
泉
徴
収
に
係
る
所

得
税
の
各
納
税
告
知
処
分
（
第8

7
0

号
）
（
以
下
原
処
分
と
い
い

ま
す
。
）
に
お
い
て
、
誤
り
が

あ
り
ま
し
た
。
（
詳
細
に
つ
い

て
は
、
別
紙
「
異
議
決
定
書

（
抜
粋
）
」
（
平
成
24
年
８
月

29
日
付

金
沢
法
第8

7
7

号
）
を

添
付
し
ま
す
。
）

こ
の
原
処
分
の
調
査
は
、
「
そ

の
豊
富
な
知
識
と
経
験
を
生
か

し
て
、
自
ら
積
極
的
に
調
査
、

滞
納
整
理
等
に
当
る
こ
と
と
し
、

そ
の
執
務
を
通
じ
て
専
門
官
全

体
の
模
範
と
な
る
こ
と
が
必
要

で
あ
る
」
特
別
国
税
調
査
官

（
源
泉
所
得
税
担
当
）
○
○
氏

と
、
上
席
国
税
調
査
官
（
源
泉

所
得
税
担
当
）
□
□
氏
が
行
っ

た
も
の
で
し
た
。

そ
の
誤
り
は
、
別
紙
の
と
お
り

個
別
的
な
事
実
関
係
に
つ
い
て

の
誤
り
で
は
な
く
、
基
本
的
な

法
令
解
釈
の
誤
り
で
あ
り
、
専

門
官
全
体
の
模
範
と
な
る
こ
と

が
必
要
で
あ
る
特
別
国
税
調
査

官
と
し
て
は
、
関
係
す
る
法
令

の
解
釈
に
つ
い
て
あ
ま
り
に
も

無
知
で
問
題
が
あ
る

と
い
わ
ざ
る
を
得
ま

せ
ん
。

平
成
24
年
５
月
25
日
、

原
処
分
に
つ
い
て
の

説
明
を
受
け
た
際
に

は
、
○
○
氏
は
同
様
な
事
例
で

は
原
処
分
と
同
様
な
処
分
を
行
っ

て
い
る
旨
発
言
さ
れ
ま
し
た
。

ま
た
、
こ
の
よ
う
な
問
題
と
調

査
官
の
誤
り
を
発
見
す
る
こ
と

が
出
来
ず
、
誤
っ
た
納
税
告
知

処
分
を
行
っ
て
し
ま
っ
た
金
沢

税
務
署
幹
部
の
決
裁
体
制
に
も

問
題
が
あ
り
ま
す
。

し
た
が
っ
て
、
金
沢
税
務
署
で

は
、
本
件
以
外
に
も
誤
っ
た
行

政
処
分
が
行
わ
れ
て
い
る
可
能

性
が
非
常
に
高
い
も
の
と
思
わ

れ
ま
す
。

②

原
処
分
時
に
お
け
る
税
務

職
員
の
法
令
の
無
理
解
は
①
の

と
お
り
で
す
が
、
異
議
申
立
の

調
査
時
に
お
い
て
も
、
担
当
の

審
理
専
門
官
（
源
泉
所
得
税
担

当
）
▲
▲
は
、
不
服
審
査
基
本

通
達
（
異
議
申
立
関
係
）
第
84

条
《
決
定
の
手
続
等
》
関
係
の

84-

1
及
び
84-

2
に
よ
り
「
異

議
申
立
の
調
査
」
は
範
囲
が
限

定
さ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
平
成
24
年
６
月
12
日
の
再

調
査
で
「
異
議
申
立
の
調
査
」

は
、
全
て
の
事
項
に
及
ぶ
と
主

張
し
た
が
、
翌
日
に
は
、
そ
の

主
張
を
撤
回
し
た
。
指
示
の
あ
っ

た
資
料
コ
ピ
ー
２
４
０
枚
を
後

日
提
出
し
た
。

平
成
24
年
６
月
27
日
金
沢
税
務

署
に
お
い
て
、
国
税
調
査
官
■

■
は
、
所
得
税
法
施
行
令
第
20

条
の
2
第
４
号
解
釈
に
つ
い
て

自
動
車
通
勤
者
が
有
料
道
路
を

利
用
で
き
る
の
は
、
平
行
す
る

一
般
道
路
が
な
い
等
、
そ
の
有

料
道
路
を
利
用
す
る
ほ
か
に
代

替
的
手
段
が
な
い
場
合
に
限
ら

れ
る
と
の
見
解
を
示
し
、
判
例

に
そ
の
よ
う
に
あ
る
と
述
べ
た
。

後
日
、
条
文
を
示
し
当
方
の
見

解
（
異
議
決
定
と
同
旨
）
を
主

張
し
、
そ
れ
に
反
す
る
判
例
を

示
す
よ
う
催
促
し
た
と
こ
ろ
、

判
例
は
示
せ
な
い
が
自
ら
の
見

解
（
有
料
道
路
を
利
用
す
る
の

は
、
代
替
的
手
段
の
な
い
と
き

に
限
ら
れ
る
）
は
、
金
沢
局
全

体
の
見
解
で
あ
る
旨
述
べ
た
。

こ
の
よ
う
に
、
金
沢
税
務
署
で

は
、
署
員
の
法
令
の
理
解
が
あ

き
れ
る
程
な
い
。

③

異
動
で
新
た
な
担
当
者
が

引
き
継
ぎ
、
資
料
再
提
示
の
再

調
査
に
な
っ
た
。

二
．
請
願
事
項

①

過
去
、
金
沢
税
務
署
の
行
っ

た
国
税
通
則
法
に
よ
る
更
正
が

可
能
な
期
間
の
源
泉
徴
収
に
係

る
所
得
税
の
納
税
の
告
知
処
分

に
つ
い
て
同
様
の
誤
り
を
有
し

て
い
な
い
か
調
査
し
、
誤
り
が

あ
れ
ば
更
正
す
る
こ
と
。

②

税
務
職
員
に
対
し
法
令
・

通
達
そ
の
他
の
研
修
お
よ
び
教

育
を
行
い
、
法
令
の
適
用
関
係

に
つ
い
て
誤
り
の
無
き
よ
う
に

す
る
こ
と
。
ま
た
、
納
税
者
の

主
張
に
つ
い
て
真
摯
に
受
け
止

め
、
判
例
・
法
令
等
に
基
づ
き

平
易
に
説
明
す
る
こ
と
。

平
成
24
年
９
月
５
日

住
所

○
○
○

中
村

弘

2012年9月18日（火）NO.269

前
記
の
通
り
金
沢
国
税
局
長
に

請
願
書
を
提
出
し
ま
し
た
。

署
審
理
担
当
の
頑
な
主
張
は
、
そ

も
そ
も
常
識
の
欠
落
で
人
間
性
の

問
題
で
す
。

税
務
署
は
服
務
上
、
人
間
性
を
破

壊
す
る
現
場
な
の
で
し
ょ
う
か
。

戦
中
の
特
高
を
彷
彿
さ
せ
ま
す
。

フ
ァ
シ
ズ
ム
が
も
う
そ
こ
ま
で
忍
び
寄
っ

て
い
る
よ
う
で
心
配
で
す
。
税
務
署

は
日
本
語
が
通
じ
な
い
職
員
を
養

成
す
る
機
関
で
し
ょ
う
か
。


